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告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
七
三
二
・
大
館
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認
（
七
三
三
・
農
林
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
公
共
測
量
終
了
の
通
知
（
七
三
四
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
（
七
三
五
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
（
七
三
六
・
会
計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
行
う
者

あ
き
た
北
央
農
業
協
同
組
合

二
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業

三
　
変
更
内
容

市
町
村
合
併
に
伴
う
事
業
実
施
区
域
の
名
称
変
更

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
関
係
事
務
に
係
る
処
理
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
字
句
の
変
更

四
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
日
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
五
日

秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

平
成
十
七
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号
の
公
共
測
量
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
七
月
五
日
終

了
し
た
旨
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
湯
沢
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

梅
内
小
児
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
大
館
市
字
観
音
堂
四
百
二
十

九
番
地
七

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
一
日

道
路
の
種
類

主
要
地
方
道

路
　
線
　
名

秋
田
天
王
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

秋
田
市
高
陽
幸
町
八
番
四
か
ら
秋
田
市
高
陽
幸
町
十
四
番

三
十
三
ま
で
の
上
り
線
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秋
田
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

秋
田
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
報
道
監

「
報
道
監

別
表
知
事
部
局
本
庁
の
項
中
　
防
災
監
」
を
　
防
災
監
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
警
察
角
館
警

Ｉ
Ｔ
改
革
推
進
監
」

察
署
の
項
中
「
角
館
警
察
署
」
を
「
仙
北
警
察
署
」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
警
察
角
館
警
察
署
の
項
の
改
正
規

定
は
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
別
表
知
事
部
局
本
庁
の
項
の
規
定

２

主
要
地
方
道

主
要
地
方
道

主
要
地
方
道

一
般
県
道

一
般
県
道

秋
田
天
王
線

秋
田
天
王
線

秋
田
岩
見
船

岡
線

土
崎
停
車
場

線土
崎
停
車
場

線

秋
田
市
高
陽
幸
町
八
番
四
か
ら
秋
田
市
高
陽
幸
町
十
四
番

三
十
三
ま
で
の
下
り
線

秋
田
市
山
王
二
丁
目
百
八
十
六
番
か
ら
秋
田
市
高
陽
幸
町

二
百
七
十
四
番
三
ま
で
の
上
り
線

秋
田
市
山
王
二
丁
目
百
八
十
六
番
か
ら
秋
田
市
高
陽
幸
町

二
百
七
十
四
番
三
ま
で
の
下
り
線

秋
田
市
山
王
五
丁
目
百
三
十
八
番
か
ら
秋
田
市
山
王
三
丁

目
二
十
七
番
ま
で
の
上
り
線

秋
田
市
山
王
五
丁
目
百
三
十
八
番
か
ら
秋
田
市
山
王
三
丁

目
二
十
七
番
ま
で
の
下
り
線

秋
田
市
大
町
六
丁
目
三
百
七
十
七
番
一
か
ら
秋
田
市
旭
北

錦
町
三
百
八
十
六
番
一
ま
で
の
上
り
線

秋
田
市
大
町
六
丁
目
三
百
七
十
七
番
一
か
ら
秋
田
市
旭
北

錦
町
三
百
八
十
六
番
一
ま
で
の
下
り
線

秋
田
市
土
崎
港
中
央
六
丁
目
三
百
七
十
五
番
六
か
ら
秋
田

市
土
崎
港
中
央
三
丁
目
百
五
十
四
番
一
ま
で
の
上
り
線

秋
田
市
土
崎
港
中
央
六
丁
目
三
百
七
十
五
番
六
か
ら
秋
田

市
土
崎
港
中
央
三
丁
目
百
五
十
四
番
一
ま
で
の
下
り
線

秋
田
市
土
崎
港
中
央
三
丁
目
十
一
番
二
十
七
か
ら
秋
田
市

土
崎
港
中
央
三
丁
目
十
二
番
二
十
六
ま
で
の
上
り
線

秋
田
市
土
崎
港
中
央
三
丁
目
十
一
番
二
十
七
か
ら
秋
田
市

土
崎
港
中
央
三
丁
目
十
二
番
二
十
六
ま
で
の
下
り
線

仙
北
郡
角
館
町
横
町
十
六
番
三
地
先
か
ら
仙
北
郡
角
館
町

一
般
県
道

日
三
市
角
館

線

横
町
六
十
七
番
二
地
先
ま
で
の
上
り
線

仙
北
郡
角
館
町
横
町
十
六
番
三
地
先
か
ら
仙
北
郡
角
館
町

横
町
六
十
七
番
二
地
先
ま
で
の
下
り
線

売
り
さ
ば
き
人
の
事
務
所
の

所

在

地

及

び

名

称

北
秋
田
市
鷹
巣
字
下
家
下
一

番
地

鷹
巣
地
区
交
通
安
全
協
会

売
り
さ
ば
き
場
所

北
秋
田
市
鷹
巣
字
下
家
下
一

番
地

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
八
月
二
十
二
日

人

事

委

員

会

規

則



平成17年 8月30日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1705号

は
、
平
成
十
七
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
七
年
八
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
〇
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
（
本
庁
）
の
項
中
「
報
道
監
　
防
災
監
」
を
「
報
道
監
　
防
災
監

Ｉ
Ｔ
改
革
推
進
監
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
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